
○宮代町住居表示に関する条例

昭和３９年１２月１９日

条例第２６号

改正 平成２５年１２月１７日条例第２９号

（趣旨）

第１条 この条例は、住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号。以下「法」

という。）第４条及び第８条第２項の規定に基づき定める事項その他住居の表示

に関して必要な事項を定めるものとする。

（街区の区域）

第２条 町長は、街区の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は街区の区域

若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するととも

に関係人に通知しなければならない。

（住居番号）

第３条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として規則で定めるもの（以下

「建築物等」という。）を新築し、移転し、除去し、若しくは滅失し、又は建築

物等の主要な出入口若しくはそれへの通路を新設し、変更し、若しくは廃止した

場合は、当該建築物等の所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）

は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

２ 前項に定める場合のほか、所有者等は、当該建築物等に住居番号を付け、又は

従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように町長に申し出ることができる。

３ 町長は、第１項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係

行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は

実態調査等により住居番号を付け、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、

直ちに必要な措置を講じなければならない。

４ 町長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知

しなければならない。

（住居番号の表示）

第４条 所有者等は、規則で定める場合のほか、次の各号の定めるところにより、

それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。



（１） 当該建築物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付

近

（２） 当該建築物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物

等から道路への主要な通路が道路に接する付近

２ 前項の表示の様式は、規則で定める。

（住居表示台帳等の写しの閲覧又は交付請求）

第５条 何人も、規則で定めるところにより、法第９条第１項に規定する住居表示

台帳（以下「住居表示台帳」という。）並びに第３条第１項の規定による届出及

び同条第２項の規定による申出に係る書類（以下「届出書等」という。）の写し

の閲覧又は交付を請求することができる。

２ 町長は、届出書等の一部に宮代町情報公開条例（平成１１年宮代町条例第１６

号）第７条に規定する非公開情報が記録されているときは、同条例第８条の規定

の例により、当該届出書等の写しを閲覧させ、又は交付するものとする。

（手数料）

第６条 前条第１項の規定により住居表示台帳又は届出書等の写しの閲覧若しくは

交付を請求する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手数料を

納付しなければならない。

（１） 住居表示台帳の写しの閲覧 １街区につき ３００円

（２） 住居表示台帳の写しの交付 １街区につき ３００円

（３） 届出書等の写しの閲覧 １件につき ３００円

（４） 届出書等の写しの交付 １件につき ３００円

２ 手数料は前納とする。

３ 既納の手数料は還付しない。ただし、町長が特に還付する必要があると認める

ときは、この限りでない。

４ 第１項第２号又は第４号の交付を送付により求める場合は、当該各号に規定す

る手数料のほかに送付のために要する費用を負担しなければならない。

５ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を

徴収しない。

（１） 国又は地方公共団体等の官公署から事務上の必要につき請求があったと



き。

（２） 規則で定める関係人から第１項第１号又は第３号の請求があったとき。

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めると

き。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、規則で定

める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２５年条例第２９号）

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の宮代町住居表示に関する条例第６条の規定は、この条

例の施行の日以後の請求について適用する。



別記様式（住居番号の表示の様式）


